
 

第 ４ 回 

（仮称）権利擁護センター設立検討会 

と き 平成 28 年 3 月 24 日(木)18 時 30 分 

ところ 北広島市福祉センター 会議室 

 

 

会議次第 

1 開  会 

 

2 座長あいさつ 

 

3 協議事項 

・北広島市成年後見センターについて 

・成年後見センター業務スケジュール（案） 

 

4 その他 

 

5 閉  会 



日常生活を身近な立場で支援する

市民後見人の養成と活動への支援

市民後見人

養成講座を受講
受講を修了

面談の実施
（活動意思の確認）

活動開始

●活動までの流れ

北広島市成年後見センター

このようなお悩みはありませんか？

制度のこと

・成年後見制度について詳しく知りたい

・成年後見制度を利用したいけど手続きが面倒そうだし …難しそう…

・活動への支援としてフォローアップ研修（勉強会）や情報交換会を実施します。

平成２８年度市民後見人養成講座開催予定日

平成２８年〇月〇日～〇月〇日

（上記の内、〇日間）

・講座修了後はセンター窓口での相談受付や情報提供、成年後見制度の普及啓発、

法人後見事業の一部をお手伝いいただく後見支援員として活動していただきます。

（※活動を強制することはありません）

契約のこと

将来の心配

財産の心配

・成年後見制度を利用したいけど手続きが面倒そうだし …難しそう…

・福祉サービスを利用したいけど自分では手続きの仕方がわからない

・施設入所など、一人で考えたり、決めることが不安

・身寄りがないし、相談できる人もいない…今後のことが心配

・自分に何かあった時、障がいのある子どものことが心配
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（福祉ｾﾝﾀｰ／夜間急病ｾﾝﾀｰ）

相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください。

北広島市社会福祉協議会

北広島市成年後見センター

北広島市北進町１丁目５－２

※市民後見人養成講座は年１回の実施となります。

内容など詳細はお問い合わせください。

（上記の内、〇日間）

成年後見センター

・年金や財産が本人のために適切に使われているか心配

・わけもわからず高額なローンが増えて心配

・自分でお金を管理することが心配
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北広島市北進町１丁目５－２

北広島市福祉センター内
受付時間：午前８時４５分～午後５時１５分
（土曜・日曜・祝日・１２月２９日～１月３日を除く）

電 話：０１１－

ＦＡＸ：０１１－

Email :



成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人の権利

を守るために、家庭裁判所から選任された成年後見人等がその人の意思を尊重

しながら、その人らしい生活が送れるようお手伝いする制度です。

制度には次の２種類があります。

・成年後見制度の内容や利用について情報提供します。

※週１回、市民後見人養成研修を修了した「窓口相談員」による、相談も行います。

・申立書類の作成のお手伝いや、アドバイスをします。

・必要に応じ、札幌家庭裁判所への申立て等に同行します。

・成年後見制度の利用のみでは対応できない、相談については専門の相談機関等に、

成年後見制度の利用相談・手続きの支援

法定後見制度
すでに判断能力が不十分になっている場合に、成年後見人等を家庭裁判

所が選び支援します。

家庭裁判所に申立てます。

丁寧におつなぎいたします。

成年後見制度の普及啓発

・成年後見制度について地域住民や関係機関などに深く理解を深めていただき、

市民後見人養成研修を修了したの方にもご協力いただきながら制度の利用と促進を図ります。

●判断能力の程度により、以下の成年後見人等が選任されます

判断能力 少し不安不安

法人後見事業

家族や親族がなく、成年後見人等になる方がいない場合や、申立人がおらず市長が

申立人になる（市長申立て）を利用される方に対し、家庭裁判所の審判に基づき、

北広島市社会福祉協議会が成年後見人等になり長期的、安定的な支援を提供します。

①福祉サービス利用援助…情報提供や利用手続きのお手伝い

後 見

判断能力を常に欠

く状態にあり、日

常の買い物も一人

では難しい方

保 佐

判断能力が著しく

不十分で、日常の

買い物は一人で、

できるが重要な財

産の管理・処分な

どは難しい方

補 助

判断能力が不十

分で、重要な財

産の管理などを

一人ですること

が不安な方

北広島市社会福祉協議会が成年後見人等になり長期的、安定的な支援を提供します。

日常生活自立支援事業

成年後見制度を利用するほど、判断能力は低下していないが、公共料金や家賃の支払いを

忘れてしまうなど、日常生活に多少の不安を抱いている方が、地域で自立した生活を送る

ことができるよう地域の生活支援員がお手伝いします。サービス内容は次の３種類です。

②日常的金銭管理…通帳からの金銭の払戻しや公共料金等の支払いのお手伝い

③書類等の預かり…金融機関の貸金庫で年金証書や定期預金通帳等を預かり

任意後見制度
将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自ら任意後見人

を決め支援してほしいことを契約しておきます。

公正証書にて契約します。

「成年後見制度」や「日常生活自立支援事業」の利用手続き中に財産の侵害を

受ける危険性が有る場合、利用が決定するまでの対応として通帳預かりや、

公共料金等の支払いに同行するお手伝いをします。

③書類等の預かり…金融機関の貸金庫で年金証書や定期預金通帳等を預かり

緊急事務管理事業



平成２７年度

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
第４回設立検討会3 ●

家裁との調整・手続き
（法人後見について）

センター事業実施要綱完成
法人後見実施要綱完成
法人後見マニュアル完成

センターパンフレット完成

委託契約　　４月１日 ●

理事会・評議員会【社協】 ●

センター周知

事務所改修

センター開設　７月１日 ●

センター開設イベント
市民後見人養成講座説明会

法人後見事業

市民後見人養成講座

市民後見人活動意向調査

フォローアップ研修

日常生活自立支援事業

緊急事務管理事業

平成２８年度

相談・利用支援対応

北広島市成年後見センター業務スケジュール（案）

通年事業 

通年事業 

通年事業 

通年事業 

通年事業 
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